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ご提案にあたって

昨今、グローバルガバナンスの重要性が高まる中で、各企業様におかれましては海外拠点の管理強化に取り組まれて

おられることと存じます。弊社といたしましては、そうした取り組みに対するご支援の一環として、日頃より各企業様に、

海外業務監査サービスを提供させていただいております。

海外業務監査サービスにおいては、弊社の海外業務監査の経験豊富なコンサルタントが、さまざまな業種・業態にわた

り、海外各国の現地拠点を実際に訪問して証跡資料の確認やインタビューをおこなうことで、課題の洗い出しとその改善

提案を行っております。

この度、こうしたオンサイトでの監査に加えて、リモートでの業務監査サービスを新たにご提案させていただきます。

現地訪問は、経営現場の状況を把握する上で大変重要なプロセスでありますが、出張が困難な状況下においては、

代替可能な手段としてご検討いただけるものと考えております。
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グローバルガバナンスの重要性

企業を取り巻く環境

 汚職や不正・不祥事の発生に対する
各国当局規制管理強化
～ グローバルな潮流

 改正会社法におけるグループ内部統制システム
～ 日本の法制面の動き
平成26年改正会社法（平成27年5月1日施行）では、
従来の当該株式会社のみならずグループ内部統制
システムの整備義務が明記（下線部分）：
大会社に適用

「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該
株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適
正を確保するために必要なものとして法務省令で定める
体制の整備」

（会社法362条4項6号）

欧米のみならず、アジアを含めたグローバルベース
での法令遵守対応・不正未然防止の取組みが必要

子会社含めたグループ管理体制の強化が必要



Mitsubishi UFJ Research and Consulting 3

 海外子会社に対するコントロールの難しさ

 株主である親会社が、国外で設立された子会社を直接コントロールするのは、容易ではない。

グループの経営理念や行動規範など重要な方針・考え方を現地へ浸透させなければいけない一方、
海外の法規制遵守等に対する自律的な態勢が不可欠

 各子会社の経営状況を確認するためには、親会社による定期的なモニタリングが必要

グローバルガバナンスの課題
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監査の手順

2. 事前アンケート

リモート監査  Webオンラインインタビュー、現地から送付いただいた業務資料のチェック

弊社監査体制

 弊社の海外業務監査サービスの専門担当者が、業務を遂行いたします。

• 対象となる国や業務範囲によっては、弊社グループである海外子会社ない
し、現地パートナーと連携いたします。

監査対象 別ページをご参照下さい

監査報告書  本文15～20頁＋附属資料

3. リモート業務監査

4. 監査報告会

監査報告会
 現地監査実施後、監査報告会を本邦にて実施（監査終了後約1ヶ月以内）

• 事前アンケート、リモート監査を通じての指摘事項および改善提案等

1. 事前説明 事前説明の実施
 事前説明を本邦にて実施

• キックオフミーティングとして監査の進め方、監査項目の確認

海外拠点リスク認識の把握
 海外拠点の主要スタッフに対して、リスクアンケートを実施

• 監査の事前準備、監査項目の決定等を目的とする

 それぞれの業務・管理体制において、会社規模や業務の複雑性等から適正とされる管理レベルから見て、その充足度

を評価します



Mitsubishi UFJ Research and Consulting 5

具体的監査の主要項目

経営管理全般

 現地会社法対応

 ガバナンス・組織管理体制（決裁権限、社内規程、業務分掌等）

 リスク管理体制（牽制、検査・監査）の有効機能

 社内コミュニケーション・顧客対応等

コンプライアンス管理

 コンプライアンス方針、体制（責任者、ミーティング）、従業員の意識

 法令規制対応状況（贈収賄、カルテル、税制等）

 不正防止体制（リスク認識、牽制、職務分離、過度な接待の禁止、現金現物管
理等）

人事・労務

 就業規則・労働契約書運用状況、人事考課状況、労使問題等の管理状況

 労働法規制対応

 採用・退職・勤怠・休暇・給与・人材育成・昇給昇格・安全管理等

お客様限り
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具体的監査項目

IT・情報管理

 基本的なパソコン・ネットワークの管理状況

 ソフトウェア管理、ID・ライセンス管理

 セキュリティ管理

 情報管理（文書、個人情報等）

財務・会計処理状況の把握

 資金管理、

 債権管理・回収

 在庫管理 等

経費管理
 経費・旅費の支出管理

 交際費管理

お客様限り

＊ 上記監査項目は、現状想定している範囲であり、最終的には協議のうえで確定させていただきます。
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弊社（ＭＵＲＣ）による監査実施プロセス

Ⅰ 事前アンケート実施

海外拠点マネジメントスタッフ（3～5名程度）に対して、主要リスクに関する認識を、アンケート形式で回答

いただきます。回答いただいた内容の分析により、リスク診断を行い、監査手続に反映させることで有効な

監査の実現が可能となります。

Ⅱ 対象国の現地関連法令調査

監査において現地法令遵守状況を確認すべく、関連する法令情報をまとめて、提示いたします。

Ⅲ 監査手続の策定

オンサイトの際に利用する手続（チェック項目）を策定いたします。

Ⅳ 監査手続実施（リモート）

監査を実施の上で、発見事項及びその改善提案を行います。

Ⅴ 監査報告書作成

監査報告書を作成・提出いたします。
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弊社の業務監査における特色

一貫した監査の実施

本邦での事前説明会 ⇒ 事前アンケート実施 ⇒ リモート業務監査 ⇒ 監査報告会 と

一連の全ての業務を、同一の業務主任が直接担当いたします。貴社のご要望を直接お

伺いすることで、それに即した一貫した業務監査の実施、監査後のご報告を行うことが

可能です。

日本人担当者が対応

貴社からのご指示・ご要望への対応、監査報告等は、全て本邦にて対応させていただ

きます。

現地状況に合わせた
対応

必要に応じて、現地語対応できる専門家スタッフを有効活用することで、現地の状況に

合わせた対応を行うことが可能です。
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業務監査の主な実績例

最近の弊社における主な業務監査の受注内容は下記の通りとなります。

（以下はすべて、現地訪問による業務監査の実績）

お客様限り

業種・企業 国

化学品製造会社 米国・ドイツ・メキシコ・ブラジル・タイ・中国

住宅関連会社 米国・オーストラリア・シンガポール・UK・中国

自動車部品メーカー会社 米国・タイ・中国

工作機械製造会社 カナダ

計測器製造会社 タイ

物流会社 シンガポール

大衆消費財製造会社 ベトナム

化学品製造会社 インドネシア

エネルギー関連会社 中国

化学品製造会社 中国

工作機械製造会社 中国
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(機密保持、個人情報の取扱い)

機密保持  弊社は、機密情報1につき、厳重にその機密を保持するものとし、原則として、貴社の事前の承諾なく、機密情報を第三者に開示・漏
洩してはならないものとします

 弊社は貴社との業務の遂行上必要な場合のほか、機密情報又は機密情報を含む媒体について、
複製、翻訳等を行いません

 弊社は弊社による業務再委託に関し、業務再委託者に対して、弊社の責任において弊社と同等の義務を負わせます
 弊社は、機密情報を、貴社との契約の目的に必要な範囲内でのみ使用することとし、他の目的に使用しないものとします

個人情報2の取扱い  弊社は、個人情報を善良なる管理者の注意をもって、また法令等に従って機密に保持するものとし、原則として貴社の書面による事
前の承諾を得ずに第三者に開示してはならないものとします

 弊社は、個人情報を、契約の目的に必要な範囲内でのみ使用することとし、その他の目的に使用しません

協議  契約に定めのない事項その他契約の条項に関し疑義を生じたときは、相互に誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとします

※上記内容は、別途コンサルティングのご契約書にも記載いたします
※機密保持義務の有効期限は、ご契約時に協議の上定める期間といたします
※必要に応じて、コンサルティングのご契約書とは別に、機密情報（個人情報を含む）の取扱いについて詳細を取り決めた「機密保持契約書」を締結いたします。

注1.機密情報とは契約の締結前後を問わず、コンサルティング業務の遂行のために、貴社又は弊社が相手方より開示を受けた時点で機密である旨指定された
情報とする

注2.個人情報とは、個人情報保護法第2条第1項に基づく、契約の締結又は履行に関して直接又は間接に知り得た貴社の保有する個人に関する
情報（貴社の顧客、使用人に関する情報を含むがこれに限られない）とする（弊社の個人情報保護方針http://www.murc.jp/profile/privacy.html）

 機密保持や個人情報の取り扱いなどについて、以下を主要な点としてご契約書に定める予定です。

 留意事項
 本企画書により、貴社と三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の間には何ら委任その他の契約関係が発生するものではなく、弊社が一切法的な義務・責任を

負うものではありません
 本企画書は、弊社が信頼に足ると思われる各種情報に基づいて作成しておりますが、弊社はその正確性、完全性および信頼性を保証するものではありません
 また、本企画書に関連して生じた一切の損害について、弊社は責任を負いません

 本企画書は弊社の著作物であり、著作権法により保護されております。弊社の事前の承諾なく本企画書の全部もしくは一部を引用または複製、転送等により使用する
ことを禁じます

 本件に関してご質問等がございましたら本企画書を提出しました担当コンサルタントまでお問合せ下さい
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お問い合わせ

 コンサルティングのご依頼、ご相談の際は、以下のボタンをクリックください

 お問い合わせページに移動しますので、必要事項を記入ください

お問い合わせ

QRコードはこちら

URLはこちら https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-ldkgpe-1648b29f41f462760deaee4cdc248144

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-ldkgpe-1648b29f41f462760deaee4cdc248144
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ご利用に際して

 本資料は、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません

 また、本資料は、作成者の見解に基づき作成されたものであり、当社の統一的な見解を示すものではありません

 本資料に基づくお客様の決定、行為、及びその結果について、当社は一切の責任を負いません。ご利用にあたっては、お客様ご自身でご
判断くださいますようお願い申し上げます

 本資料は、著作物であり、著作権法に基づき保護されています。著作権法の定めに従い、引用する際は、必ず、出所：三菱UFJリサーチ&
コンサルティングと明記してください

 本資料の全文または一部を転載・複製する際は著作権者の許諾が必要ですので、当社までご連絡下さい

本資料に関する問い合わせ先：

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

コンサルティング事業本部 コンサルティング業務企画部 下記HPよりお問い合わせください

https://www.murc.jp/inquiry/

https://www.murc.jp/inquiry/
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Appendix I. 当社概要
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会社紹介

 三菱UFJリサーチ&コンサルティングは、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）のシンクタンク・コンサルティングファームです。

 東京・名古屋・大阪を拠点に、国や地方自治体の政策に関する調査研究・提言、民間企業向けの各種コンサルティング、経営情報サービ
スの提供、企業人材の育成支援、マクロ経済に関する調査研究・提言など、幅広い事業を展開しています。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング

会員・人財開発事業本部

調査本部

企画管理部門

ソーシャルインパクト・パートナーシップ事業部

内部監査部

総合リスク管理部

コンサルティング事業本部

戦略コンサルティングビジネスユニット

経営コンサルティングビジネスユニット

組織人事ビジネスユニット

サステナビリティビジネスユニット

ココロミルラボ

デジタルイノベーションビジネスユニット

国際業務推進本部

営業本部

ホーチミン駐在員事務所

政策研究事業本部

東京本部

名古屋本部

大阪本部

プロジェクト品質管理部

https：//www.murc.jp 

会社概要

会 社 名
三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., Ltd.  

本 社 所 在 地
〒105-8501 東京都港区虎ノ門五丁目11番2号オランダヒルズ森タワー

TEL：03-6733-1000（代表）

資 本 金 20億6千万円

従 業 員 数 約1,010名（2021年6月現在）

代表取締役社長 池田 雅一

理 事 長 竹森 俊平

主 要 株 主 三菱UFJ銀行、三菱UFJキャピタル、三菱UFJファクター

子 会 社

PT. MU Research and Consulting Indonesia
MU Research and Consulting (Thailand) Co., Ltd.
Digital Governance Academy Asia-Pacific株式会社

駐 在 員 事 務 所
ホーチミン駐在員事務所
The Representative Office of Mitsubishi UFJ Research and Consulting Co., 
Ltd. in Ho Chi Minh City
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シンクタンク・コンサルティングファームとしての知見発信

当社所属のコンサルタントによる最近の出版物（抜粋） 当社コンサルタントが出演したテレビ番組（2020年冬）

出所及び動画URL：https://www.bs-tvtokyo.co.jp/nihonkounaru/

BSテレビ東京特別番組

「日本はこうなる!?～2021年を生き抜くビジネス戦略～」

さまざまな業種・業態の企業のお客様のために、

経営課題の解決や経営戦略の立案に

役立つレポートを掲載しています

コンサルティング・

レポートはこちら

URL https://www.murc.jp/report/rc/report/consulting_report/

https://www.murc.jp/report/rc/report/consulting_report/
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海外のコンサルティングサービスネットワーク

 当社はかねてよりアジアを重点市場としてとらえ、ASEANの3か所に拠点をもって、コンサルティングサービスを提供しています。

 2020年に国際会計事務所グループであるSCS-Invictus Holdings Pte. Ltd.とアライアンスを締結し、幅広い領域で、お客様のニーズに

対して現地でのサポートにも対応できるような体制を用意しています。

ジャカルタ/MURC現法
（2001年～）

ホーチミン/MURC Rep
（2018年～）

バンコク/MURC現法
（2018年～）

●マニラ

●シンガポール

●ソウル

●香港

●台湾

●上海

●北京

●蘇州

●深セン

● クアラルンプール

●

ヤンゴン●

● ハノイ

● ホーチミン
●

●ニューデリー

ムンバイ●

●チェナイ

●ハイデラバンード

アーメダバード●

●グルグラム

コーチ●

●ベンガルール

● 提携先拠点：SCS-Invictus
※SCS-Invictusのアジア以外の拠点は、

アムステルダム、ロンドン、イスタンブール、シドニー、
メルボルン、ダラス、シアトル、 カリフォルニア

● SCS-InvictusのJVであるCCI社の拠点（インド）

提携先拠点：MSR
※Myanmar Survey and Research Co.,Ltd.

2019年に弊社タイ現法とMoU締結

MURC拠点（3か所）

プノンペン

ジャカルタ

バンコク
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三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社

www.murc.jp/
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